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iPad（愛称：ｉタブ）は，全児童生徒に貸与し，学校の授業での活用はもちろん，
「新しい文房具」として，日常的に活用します。家庭に持ち帰ることもできます。

協働的に未来を創造する児童生徒を育む ICTを活用して人々と様々な課題を解
決する能力の素地を養う学校の実現
を目指します。

令和３年 岩沼市教育委員会

ではこれを受け，全ての岩沼市立小・中学生に1人1台のiPadを貸与し，
校内通信ネットワークを大容量化しました。整備したiPadと通信環境を活用し，
「岩沼の子供たち」をどのように育て，そのためにどのような学校を目指すのかに
ついて構想したのが，「まなび i（あい）スクール構想」です。

○岩沼市教育委員会では全児童生徒に学習者用タブレット（岩沼市で貸与する タブ
レットを「i（あい）タブ」と名付けました）を貸与します。

○新1年生は，「iタブ」の扱い方についての学習が終了してから，家庭への持ち帰りを
開始します。

○家庭で「iタブ」を使って学習するためには，ご家庭におけるインターネッ
ト（Wi-Fi）環境が必要になります。（Wi-Fi環境のないご家庭へは「モバイル
ルーター」を貸与いたします。
※詳細は別途ご案内いたします。

タブレット端末【ｉ（あい）タブ】の貸与・取扱いについて

では，『 』を実現

により，児童生徒１人１台のタブレット端末とＧＩＧＡスクール構想

高速大容量の通信ネットワークの一体的な整備を行っています。

岩沼市

「まなび iスクール構想」の
詳細は，市役所ホーム
ページをご覧下さい。

するため，

○「iタブ」は後日学校からお知らせする約束に沿って活用するようお願いいたします。
※「iタブ」 が破損してしまった場合には，予備機を貸与しますが，約束を守らずに
破損した場合は，弁償していただく場合があります。
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